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新規格車で ETC2.0 簡素化制度申請を行う方へ 

 
ETC2.0 簡素化制度では、申請車両の実車と空車の２つ重量状態について大型車誘導区間全区

間をオンライン申請システムで一括審査し、通行条件を決定します。 
新規格車も ETC2.0 簡素化制度の対象となりますが、新規格車は空車時には車両総重量 20t 以

下となり、特殊車両に該当しなくなるため、重さ指定道路以外でも本来は申請不要となり、オン

ライン申請システムでの算定が行えません。 
このため、新規格車で ETC2.0 簡素化制度を利用した申請を行う場合は、以下の対応を行って

下さい。 
＜新規格車の ETC2.0 簡素化申請方法＞ 

 ・車両諸元入力は以下のとおりとする 

 ①自重には「自重＋積載貨物重量」を入力 

 ②積載貨物重量は０ｔを入力 

 ③軸重には別途提供するエクセルにて算出した「自重＋積載物重量」時の軸重を入力 

 

 

図 1 新規格車で ETC2.0 簡素化申請を行う場合の入力変更例 

①自重には自重＋積載物重量 
（21.84t）を入力 

②積載物重量には 
０t を入力 

③軸重には別途提供するエクセルにて算出し
た「自重＋積載物重量」時の軸重を入力 

A 軸：6.09t（乗員含まず） 
B 軸：7.89t 
C 軸：7.86t 
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図 2 図 １の車両諸元変更結果 

・実車時の算定結果は諸元変更前と変わりません 

・空車時の算定結果は実車時と同じになります 

↓ 

実車時の大型車誘導区間算定帳票のみ使用してください 

（空車時の走行は申請不要です） 
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